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同
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

七
O
八

第
五
時
抗

一O
六

園

際

就
L 、

Jレ

Jレ

-ア

カ

て

磯

吉日

~ 
-"ヨ」
Eコニa

盛
衰
p
v
-
r
v
り
士
h
y
h
1

・一
RUE-
年
h
J
E
H
C
K
〕

3
K
士、

rHHRι

コ

ノ

;

ノ

じ

石

川

d
t
'
H

姻
躍
で
習
自
-
冨
-
-
官
当
収
ト

OEよ
r
a
i
l

ド

f

)

j

〉

・

主

d
J
P
カ
F，

に
の
凶
際
的
成
揮
を
必
然
な
ら
し
め

る
。
岡
際
聯
盟
が
還
に
こ
れ
を
問
題
化
す
る
に
歪
っ
た
の
は
、
国
際
聯
盟
の
主
催
に
か
う
る
一
九
二
七
年
の
第
一

同
圃
際
経
掛
曾
議
に
於
い
て
い
〉
あ
っ
て
、
闘
際
カ
U
F
-
ア
U
Y

は
工
業
封
策
に
閲
す
る
主
要
議
題
の
一
で
あ
っ
た
。
鰹

掛
曾
議
の
主
眼
は
世
界
的
経
清
恐
慌
の
克
服
で
あ

ιが
、
そ
の
た
め
の
工
業
封
策
は
要
す
る
に
生
産
原
費
の
低
下

延
い
て
は
債
格
の
引
下
に
査
き
る
の
建
前
か
ら
、
産
業
合
理
化
問
題
並
び
に
工
業
状
態
に
闘
す
る
報
告
の
蒐
集
と

交
換
の
問
題
も
ろ
と
も
、
工
業
上
の
結
合
.
特
に
凶
際
カ
Y
-
7
Y
の
問
題
が
採
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
め
っ
九
。
し

か
る
に
、
舎
議
の
討
議
が
徐
り
に
紛
糾
し
、
蹄
一
し
な
い
ま
L

、
国
際
カ
ケ
プ
戸
の
性
質
及
び
影
響
に
闘
し
、
工

業
部
曾
の
決
議
は
明
確
な
る
刊
定
を
下
す
こ
と
争
忌
避
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
同
一
事
情
の
下
で
は
、
貫
際

に
は
、
か
〉
る
カ
U
F
-
ア
U
Y

が
統
制
さ
れ
且
つ
運
用
さ
れ
る
精
神
の
如
何
に
よ
っ
て
、
特
に
ま
た
指
導
者
が
ど
の
程

度
ま
で
枇
舎
の
踊
艦
を
考
慮
し
て
(
カ
ル
テ
ル
を
)
主
宰
せ
ん
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
正
し
と
色
悪
し
と
色
言
は
れ
得

る
も
の
な
る
こ
と
』
を
、
是
認
し
た
ぷ
止
ま
る
。
更
に
決
議
は
、
国
際
カ
w

て
プ
戸
の
今
後
の
愛
農
に
留
意
し
、
v 

'-

1) K.. Priram，、Neltwirtschaftskonferenz (Elste四日<lndworl:erbuchder Stn.at品目ー

SenSd"laften， 1v AuO.， Erganzungsband， 1929， S. 94:<以下)
Cf. R. Lief皿 ann，International Cartels， Combines ，nd. Trllsts， 1927 
三氏詩「圃際企業合同論1昭和三年、特に第三部〉

“On International Cartels" 
EntschHessung der iniernationalen vVirtschaftsko凶.::r~nz V0111 1¥1:J.i. 1927のーー官官

(竹内省2) 
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れ
に
闘
す
る
資
料
を
時
々
一
公
表
す
る
意
闘
の
下
に
蒐
集
す
る
の
必
要
あ
る
こ
と
を
附
言
し
七
。

幽
際
経
構
曾
議
の
諸
決
議
全
一
括
採
岬
押
し
た
闘
際
聯
盟
は
、
こ
れ
が
貫
施
の
た
め
、
や
が
て
諮
問
経
梼
委
員
舎

宅一『門出口

-
E
E
5叩円

}Mg)
を
設
置
し
た
。
こ
の
委
員
舎
は
「
間
際
カ
Y
-プ

Y

の
鰹
梼
面
に
関
す
る
一

般
的
報
告
(
圃
際
聯
既
費
え
舎
と
を
会
け
に
し
て
ゐ
る
。
園
際
聯
盟
の
経
済
専
門
家
建
の
委
員
舎
が
園
際
カ

M
Y
F
y
y
p

如
何
に
観
て
ゐ
る
か
。
管
て
の
闘
際
経
済
曾
議
が
そ
の
政
治
的
性
質
に
制
約
せ
ら
れ
、
前
記
の
如
〈
、
明
確
な
る

(σmg芯
豆
町
田

判
定
を
忌
避
し
て
ゐ
る
た
め
に
、
こ
の
「
一
般
的
報
告
」
は
、
五
日
々
の
輿
味
を
そ
冶
る
こ
と
一
一
再
で
な
い
。
こ
h

に

於
い
て
.
苦
々
は
、
こ
の
報
告
を
中
心
に
、
苦
々
の
研
究
を
進
め
る
で
あ
ら
う
。

..，・u

...・.

カ
ケ
ア
u
f

，
か
如
何
な
る
目
的
の
達
成
を
意
闘
し
て
結
成
せ
ら
れ
る
か
。
ト
ラ
ス
ト
や
コ
シ
ヅ
エ

y
y
と
同
じ
く

カ
y
dア
w
y

は
企
業
の
結
合
様
式
の
一
で
あ
る
か
ら
、
窮
極
に
於
い
て
、
企
業
目
的
の
達
成
に
あ
る
は
言
ふ
ま
で
も

な
い
。
企
業
の
目
的
は
企
業
利
潤
の
追
求
で
あ
る
。
企
業
に
と
っ
て
は
、
世
舎
の
幅
一
般
増
進
は
利
潤
増
加
を
結
果

し
て
こ
ぞ
始
め
て
有
意
義
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
は
企
業
活
動
の
う
ち
に
で
も
顧
慮
さ
れ
る
が
、
枇
舎
の
踊
枇
増

進
そ
の
も
の
は
、
こ
ち
で
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
カ

U
F
d
プ

Y
は
、
企
業
が
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
採
用
す
る
手

段
で
あ
る
。
カ
U
F
4

ア

Y

の
結
成
に
よ
っ
て
、
企
業
は
従
来
以
上
の
利
潤
の
追
求
に
専
念
す
る
。

利
潤
の
獲
得
、
精
密
に
は
夜
来
の
利
潤
率
の
維
持
、
増
進
の
た
め
.
今
日
、
多
数
の
企
業
は
種
々
の
方
面
で
結

合
す
る
。
先
づ
利
潤
造
出
の
準
備
過
程
で
あ
る
商
品
購
入
の
過
程
に
於
い
て
、
突
に
利
潤
這
出
の
源
泉
過
程
た
忍

同
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

七
O
♂九

第
五
放

O 
F じ

I Lammers. ihid.. S. II8，) 
と.Lammers， Allgemeine'r Bericht ul;cr d悶 1;\!irt~chaftlichen Seiten der inter. 
nationalen Ind l1 st~ie. Kartelle. (Volkerst凡mds-Denl世 chrift)
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幽
際
力
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

七

O 

第
五
放

O 
i¥ 

作
業
過
程
に
於
い
て
、
第
三
に
は
利
潤
貫
現
の
最
終
過
程
で
あ
り
且
つ
企
業
活
動
の
完
成
過
程
た
る
商
品
販
責
過

程
に
於
い
て
。
第
一
過
程
で
の
企
業
結
合
は
、
原
料
・
勢
働
力
な
げ
と
の
作
業
過
程
に
必
須
な
財
貨
の
共
同
購
入
組

織
と
な
り
、
専
ら
、
仕
入
費
用
の
低
下
、
従
っ
て
主
と
し
て
直
接
費
の
低
下
を
圃
る
。
第
二
過
程
で
の
企
業
結
令

は
技
術
的
合
理
化
を
目
指
し
、
間
接
費
を
中
心
に
、
生
産
原
費
一
般
の
低
下
を
企
劃
す
る
。
第
三
温
程
で
の
企
業

結
合
は
、
馴
祝
日
間
販
買
を
出
来
る
限
b
商
品
提
供
企
業
に
封
し
有
利
に
解
決
せ
ん
と
す
る
。

企
業
刺
澗

ω基
本
的
仁
吋
動
鯵
値
値
の
追
出

ι規
定
唱
ら
れ
る
m
w
T
ふ
る
い
か
、
直
接
仁

ω債
格
r
ト
規
定
ゼ
ら
る
わ

債
格
へ
の
閥
奥
者
は
も
と
よ
り
商
品
の
提
供
者
と
需
要
一
者
と
で
あ
る
。
債
格
上
の
折
衝
は
、
商
品
提
供
企
業
の
立

場
よ
り
す
れ
ば
、
商
品
需
要
者
と
の
劃
立
で
あ
る
と
同
時
に
、
同
一
乃
至
代
用
の
可
能
な
る
類
似
商
品
提
供
企
業

と
の
勢
立
で
も
あ
る
。
そ
し
て
後
の
調
立
は
、
前
の
封
立
閥
係
に
於
け
る
商
品
提
供
企
業
の
地
位
に
悪
し

t
影
響

す
る
こ
と
磐
し
い
。
利
潤
追
求
の
目
的
よ
り
す
れ
ば
、
こ
の
勢
立
の
解
消
を
圃
一
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
ま
た
必

然
と
も
な
る
。
ヵ

Y

F

Y
は
こ
の
樹
立
解
消
の
手
段
で
あ
る
。
企
業
は
カ
Y
-プ

Y

に
よ
る
商
品
提
供
企
業
の
相
互

的
封
立
解
消
を
通
じ
て
、
利
潤
追
求
の
安
定
を
企
圃
す
。
も
と
よ
り
、
調
立
解
消
の
形
態
は
種
々
で
あ
る
が
、
市

場
で
は
す
べ
て
が
債
格
を
中
心
と
す
べ
き
を
以
て
、
自
ら
、
ヵ

y
-ア
Y
も
債
格
協
定
を
固
有
の
形
態
と
す
ぺ
〈
、

販
路
協
定
・
生
産
制
限
又
は
割
営
・
共
同
販
責
な
ど
、
債
格
協
定
以
外
の
一
切
の
形
態
は
、
債
格
協
定
を
補
完
し
又

は
そ
の
盤
態
と
看
倣
し
得
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
形
態
の
何
た
る
を
聞
は
や
、
カ
Y
-プ
w
y

は
第
三
過

程
、
す
な
は
ち
商
品
販
責
過
程
に
於
け
る
企
業
結
合
で
あ
る
を
、
そ
の
本
質
T

と
す
る
。



圃
際
カ
Y
4
7
U
F
は
カ

U
F
-
y
y
た
る
限
り
、
こ
の
本
質
以
前
の
な
に
ち
の
で
も
な
い
。
若
し
こ
れ
よ
り
離
脱
す
る

な
ら
ば
、
徒
ら
に
カ
U
F
7
Y
と
借
咽
相
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
上
掲
の
「
一
般
的
報
告
」
は
こ
の
勤
に
就
い
て
は
至
極

暖
昧
で
)
カ
Y

7

Y
は
『
生
産
又
は
販
責
諸
健
件
の
改
善
(
〈
刊
号
2
2
2ロ
m)
を
達
成
す
ベ
〈
結
成
せ
ら
る
』
と
定

義
す
る
の
み
。
こ
の
定
義
よ
り
は
、
吾
々
は
第
二
過
程
及
び
第
三
池
桂
で
の
企
業
結
合
と
判
断
し
得
る
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
定
義
に
引
績
い
て
、
取
引
傑
件
の
統
制
・
債
格
の
統
制
・
生
産
割
営
の
確
定
及
び
販
路
の
統
制
を

カ
Y
-
7
Y
の
種
類
と
し
て
奉
出
す
る
の
み
な
ら

4
7
4生
産
諸
傑
件
及
び
鰹
時
議
関
係
の
改
善
を
目
的
と
し
て
、

般
に
生
産
及
び
版
賓
の
合
理
化
設
ぴ
に
類
似
の
諸
問
題
に
携
は
る
企
業
結
合
は
、
直
ら
に
は
、
カ

Y

7

Y
と
し
て

，
看
倣
す
ぺ
き
で
は
な
い
で
め
ら
う
』
と
、
明
吉
一
目
し
て
居
る
。
こ
の
鮎
は
、
ヵ
y
e
y
y
.か
第
三
遁
程
で
の
企
業
結
合

な
る
こ
と
を
指
示
し
て
居
り
、
定
義
と
は
一
致
し
な
い
。
な
ほ
「
一
般
的
報
告
し
が
カ
Y
-
7
Y
と
し
て
四
形
態
営

指
摘
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
圃
際
カ

M
F
F
y
e
e
考
慮
す
る
限
り
で
は
、
院
通
の
知
〈
、
先
づ
至
営
で
あ
る
。

カ
ケ
プ
Y
は
、
結
合
の
力
に
よ
っ
て
、
加
盟
諸
企
業
に
そ
の
利
潤
を
増
進
せ
し
め
る
。
こ
の
窮
極
の
殺
果
以
外

に
、
ま
た
そ
の
以
前
に
、

カ
Y
-
プ
Y

は
加
盟
諸
企
業
に
、

カ
MF-プ
戸
商
品
の
需
要
者
に
、
夏
に
鰹
梼
枇
曾
一
一
般
に

働
き
か
け
、
種
々
の
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
影
響
は
、
カ
UF-ア
u
y

の
協
定
内
容
の
相

異
に
つ
れ
て
程
度
を
違
へ
、
範
囲
を
別
に
す
る
の
で
あ
る
。

A
P
Y
'プ
Y
は
、
協
定
の
限
度
で
、
加
盟
諸
企
業
の
活
動
の
自
由
性
を
制
限
す
る
。
加
躍
諸
企
業
は
、
例
へ
ば
、

国
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

ーヒ

第
五
弦

O 
九

第
三
十
七
巻

日.4. Lammers， Allgemeiner Bericht. 
Cf. L:1.mmers. ibid.， S・ 5-7
Lammers， ibIfI.， S. 7 
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国
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

ーじ

第
五
披

O 

債
格
協
定
カ
u
y
-
ア

Y
の
下
で
は
協
定
債
格
以
下
で
商
品
を
販
貰
す
る
自
由
を
奪
は
れ
、
販
路
協
定
カ
Y
-
Y
Y
の
下

で
は
自
己
に
認
め
ら
れ
。
さ
る
市
場
へ
の
進
出
を
阻
ま
れ
る
れ

シ
ン
デ
イ
ケ

1
ト
に
至
つ
て
は
、
加
盟
諸
企
業
は
商

品
販
買
の
機
能
を
原
則
的
に
喪
失
す
る
の
み
な
ら
子
、
更
に
操
業
率
の
任
意
決
定
も
不
可
能
と
な
る
場
合
が
砂
〈

な
い
。
加
盟
諸
企
業
の
白
白
活
勤
の
制
限
は
、
諸
企
業
の
合
意
に
よ
り
賀
施
3
れ
る
の
が
本
則
で
あ
め
か

ι、〈服

制
カ
ル
テ
ル
等
は
呪
在
で
は
未
だ
異
例
)
、
比
較
的
重
要
な
ら
ダ
る
企
業
活
動
の
制
限
に
就
日
て
は
合
怠
は
成
立
し
易
い
。

そ
し
て
企
業
と
し
て
の
決
定
的
活
動
に
な
る
に
つ
れ
、
こ
れ
を
制
限
す
べ
き
合
意
の
成
立
は
容
易
で
な
く
、
ま
た

か
〉
る
合
意
ほ

E
永
ら
く
存
績
し
難
い
。
か
く
て
カ

U

て
プ
片
は
、
取
引
燦
件
協
定
、
販
路
協
定
に
始
ま
り
、
カ

y

F
Y
Y
的
訓
離
の
積
h
u

に
つ
れ
、
債
格
・
生
産
制
限
乃
歪
割
営
協
定
を
鰹
て
、
共
同
販
寅
に
ま
で
展
開
す
る
の
で
あ

る。
カ
M
Y
4
7
Y
は
、
如
何
な
る
形
態
を
と
る
に
も
せ
よ
、
結
局
は
債
格
の
吊
上
乃
至
保
持
に
努
め
る
。
す
な
は
ち
債

格
協
定
は
普
通
最
低
債
格
を
協
定
し
、
そ
の
以
下
へ
の
債
格
の
低
落
を
、
取
引
倖
件
協
定
は
代
金
支
携
摺
議
期
間

に
関
連
し
た
る
割
引
料
・
荷
進
運
迭
費
の
負
携
等
の
か
た
ち
で
顕
は
れ
る
債
格
の
貫
質
的
引
下
を
、
夫
々
、
直
接

的
に
阻
止
す
る
の
で
あ
る
。
販
路
協
定
は
特
定
販
路
に
於
け
忍
同
種
諸
企
業
相
互
の
競
争
を
軽
減
排
除
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
生
産
制
限
・
割
営
協
定
は
商
品
の
市
場
提
供
量
の
縮
減
調
節
で
、
提
供
諸
企
業
相
互
の
封
立
を
経
和

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
々
、
間
接
的
に
債
格
を
下
落
せ

F
ら
し
め
る
。
最
後
に
、
共
同
販
責
は
債
格
及
び
生
産

割
蛍
協
定
の
強
化
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
園
際
カ
Y
-
Y
Y
に
も
安
営
す
る
。
た
立
、
こ
h

で
は
加



盟
者
が
岡
際
的
に
な
り
、
生
産
諸
傑
件
業
他
の
関
係
が
政
治
的
関
係
の
混
入
に
件
ひ
遁
か
複
雑
に
な
る
と
こ
ろ
か

ら
、
カ
Y
-
y
y
結
成
に
著
し
き
困
難
を
生
十
る
。

rか
ら
高
度
カ
w
てプ
w
y

は
、
圃
際
的
に
は
、
園
内
的
よ
り
も
稀

少
た
る
ど
兎
れ
ぬ
u

園
際
聯
盟
の
委
員
舎
の
「
一
般
的
報
告
L
は
、
債
格
に
関
す
る
カ
Y
4
7
Y
の
努
力
を
以
て
、

カ
ケ
プ
Y
の
消
費
者

へ
の
貢
献
で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
。
何
故
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
理
由
は
突
の
如

t
で
あ
る
。
す
な
は
ち
カ
u
y
-
7
u
y

の
債
格
統
制
は
必
示
し
も
吊
上
へ
の
努
力
で
は
な
い
。

加
盟
諸
企
業
に
利
潤
増
進
を
も
た
ら
す
に
は
、

に
出
な
く
と
も
斗
例
へ
ば
原
費
の
低
下
に
よ
っ
て
、

こ
の
方
向

そ
し
て
生
産
を
消
費
に
適
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
』
可
能
で

そ
の
公
園
は
酬
び
ら
れ
な
い
の

又
は
そ
の
出
現
r
d
羽

目

押

L

な
ら
し
め
る
可
能
性
伝
仲
ふ
。
一
一
い
し
「
代
用
品
製
議
丘
北

〈
競
守
の
存
在
乃
至
そ
の
費
生
の
虞
』
が
め
る
。
か
く
て
『
吊
土
策
の
援
用
に
は
、
カ
Y
-
7
Y
は
自
ら
借
り
に
高

き
代
償
を
支
撫
ふ
こ
と
に
〉
な
る
よ
だ
か
ら
債
格
に
闘
し
て
は
、
ヵ

Y
F
Y
は
生
産
者
に
貢
献
し
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
。

慨
り
に
慣
格
吊
上
に
努
め
た
と
し
て
色
、

一
に
「
ア
ク
ト

h
A
4
a

ノ
L
-
】

L
U

ト
A
A

、

2
3
1
2
r
f
じ

-

a

，『
E
l
d
-

，
i

、

干
ノ
ノ
タ
ー
を
は
は
正
明
ゼ

L
T
J

こ
れ
に
反
し
、
『
投
下
資
本
の
危
険
を
軽
減
す
る
と
い
ふ
カ
Y
-
7
Y
に
特
有
の
傾
向
は
取
引
の
安
定
化
を
、
同
時
r
b

亦
債
格
の
安
定
化
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
は
一
般
に
消
費
者
の
利
盆
に
な
る
む
』

債
格
の
吊
上
に
色
、
時
代
に
よ
り
夫
々
可
能
の
限
界
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
無
限
に
は
許
き
れ
な
い
。
十
九

世
紀
末
、

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
が
R
-
タ
ン
ダ

1
ド
石
油
舎
一
粧
を
輿
し
、
や
が
て
こ
れ
を
ト
ラ
ス
ト
化
し
た
営
初
に
は
、

今
日
一
ガ
甘
ン
に
つ
き
四
分
の
一
セ
ン
ト
の
利
盆
は
高
利
潤
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
石
油
轍
出
が
、
年
々
投
下
資
本

同
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

七

第
五
就

Lammers， ibid.. S. 19・

Lammers， ibid.， S. 20. 

Lammers， ihid.， S. 20， 21. 

Lammers， ibid.， S. 2 [. 

Lammerst ibid..， S. 20. 
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圃
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
で

第
三
十
七
巻

額
の
竿
に
達
す
る

E
額
の
利
潤
を
土
げ
得
る
程
度
に
、
例
へ
ば
営
時
原
費
十
セ
ン
ヅ
以
下
の
石
油
一
ガ
ロ
ン
営
り

の
債
格
を
三
十
五
セ
ン
ヅ
ま
で
の
、
一
奉
幾
倍
か
の
債
格
吊
上
が
可
能
で
あ
っ
口
。
今
日
の
債
格
吊
上
を
か
〈
考

七

回

第
五
按

へ
る
な
ら
ば
、
今
日
の
カ
ぞ
プ
Y
は
決
し
て
債
格
吊
上
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
か
う
る
債
格
統
制
ば
、
む
し

ろ
、
高
度
資
本
主
義
時
代
並
び
に
そ
の
以
後
に
於
け
る
カ
ル
ア
Y
展
開
の
必
然
性
と
カ
u
y
-
7
Y
の
重
要
性
の
招
来

ド
別
矛
盾
す
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
Y
-
ア
Y

の
展
開
は
、
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
の
色
に
ら
し
た
卒

均
利
潤
率
の
低
下
を
腕
宇
揚
棄
に
よ
三
し
児
れ
、
ま
た
特
別
利
潤
に
よ
っ
て
怖
は
ん
と
す
る
、
企
業
の
窮
除
の
努

力
で
あ
る
。
こ
れ
は
産
業
資
本
家
の
本
来
好
む
傾
向
で
は
な
く
、
利
潤
追
求
の
使
命
よ
り
強
刺
さ
れ
る
努
力
で
あ

一
奉
幾
倍
か
の
債
格
吊
上
の
可
能
性
の
存
在
乃
至
生
起
は
、
か
〉
る
事
態
で
は
想
像
日
て
に
許
ぎ
る
べ
〈
も
な

る。ぃ
。
般
り
に
若
し
そ
の
可
能
性
あ
り
と
せ
ば
、
そ
の
と
き
に
は
、
ヵ
Y
-
7
Y
結
成
の
必
要
を
見
な
い
。
ま
た
既
存

の
カ
Y
-
y
u
y
は
必
宇
崩
壊
す
る
。

ア
ウ
ノ
ト
サ
イ
ダ
ー
又
は
代
用
品
の
出
現
は
こ
の
左
き
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
債
格
吊
上
の
意
味
又
は
そ
の
程
度
は
、
「
一
般
的
報
告
」
が
他
の
箇
所
で
遁
べ
て
居
る
如
〈
、
『
企
業
の

肱
盆
性
を
な
ほ
よ
く
確
保
す
る
限
界
以
下
に
低
落
』
し
な
い
や
う
、
債
格
全
保
持
す
る
を
最
悪
の
場
合
を
し
、
カ

M
Y
-
7
Y
の
有
名
無
貫
化
又
は
崩
壊
を
来
さ
げ
〉
る
程
度
で
可
能
的
最
大
に
、
こ
の
限
界
以
上
に
債
格
そ
吊
上
戸
、
る
の

炉
、
ヵ
Y
-
7
Y
の
使
命
で
あ
る
。
他
方
、
債
格
の
吊
上
を
企
圃
せ
や

L
も
、
カ
w
y
-
7
U
F
結
成
は
原
費
低
下
に
由
来

す
石
特
別
利
潤
を
加
盟
諸
企
業
に
約
束
す
る
か
と
い
ふ
に
、
吾
々
は
、
後
に
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ら
う
如
〈
、
「
一

般
的
報
告
」

E
は
反
調
の
結
論
に
到
達
し
て
居
る
。

Cf. r. M. Taτbell， The Histol'}' of the Standal'd Oil Compnny， Vo!， U， '925， 
p. 200-201， 208-210， 390-391. 
Lammel's， ibid.， S. 20 
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こ
う
に
於
い
て
、
「
一
般
的
報
告
」
の
カ

U

てア
Y
消
費
者
貢
献
設
は
果
し
て
至
営
で
あ
ら
う
か
。
ヵ
y
-
Y
Y
の
慣
格

安
定
化
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
が
消
費
者
の
利
益
と
な
る
以
前
に
、
よ
り
度
合
を
強
ふ
し
て
、
生
産
者
に

利
盆
を
も
た
ら
す
こ
と
な
き
ゃ
。
債
格
の
安
定
化
を
妨
げ
る
一
つ
の
モ
メ
ン
ト
に
、
屡
々
、
グ
ム
ピ
ン
グ
が
奉
げ

ら
れ
る
。
そ
し
て
カ

Y
ア
Y
は
こ
れ
を
消
滅
せ
し
め
る
と
一
般
に
言
は
れ
る
。
「
一
般
的
報
告
」
は
『
常
に
動
揺
極
ま

り
な
き
ダ
ム
ピ
シ
〆
債
格
は
消
費
者
に
正
確
な
る
原
債
計
算
を
許
さ
な
い
』
と
難
じ
、
こ
の
鈷
で
も
カ
U
Y
F

プ
U
Y

の

消
費
者
頁
献
営
讃
へ
る
。

債
格
の
安
定
宏
観
〈
こ
と
が
、

消
費

し
か
し
グ
ム
ピ
ン
グ
債
格
が
動
揺
極
ま
り
な
〈
、

者
に
正
確
な
お
原
慎
計
算
t
f
な
し
特
ゴ
ザ
心
不
便
不
利
盆
を
興
ふ
る
以
前
仁
、

ま
た
そ
の
度
合
以
上
に
、

グ
ム
ピ
ン

r'aど
宮
戸
施
3
る
h

岡
内
生
産
者
に
不
慣
不
利
品
位
J
M

一
興
ふ
る
こ
と
な
h
r
ゃ。
p

v

-

P

E

/

p

t

問
リ
吉
弘

'A
同
'
)
帳
、
、

3
3

-タ

L

K

L

ノ

7刀
日
作
臨
起

U
H
n
J
F
F・
げ
一
じ
刊
リ

費
者
の
た
め
で
は
な
く
、

む
し
ろ
生
産
者
の
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ダ
ム
ピ
ン
グ
問
題
が
ア
ヲ
タ
Y

キ
ー
が
世

界
的
に
な
っ
て
以
来
特
に
喧
博
さ
れ
つ
〉
あ
る
事
買
、

ま
た
わ
が
圃
に
於
い
て
も
、
敷
年
前
相
衣
い
で
問
題
化
し

時
に
は
不
営
廉
貰
法
の
適
用
ま
で
考
慮
さ
れ
た
ド
イ
ツ
嘩
鋼
・
ア
メ

y
カ
染
料
・
イ
ン
ド
銃
錨
・
イ
ギ
リ
ス
及
び

r

イ
ツ
の
曹
蓮
茨
又
は
硫
酸
ア
ム
モ
一
一
ア
等
'
の
ダ
ム
ピ
ン
グ
問
題
な
ど
の
事
賞
は
、

一
盟
、
吾
々
に
な
に
を
示
唆
す

る
で
あ
ら
う
か
。

債
格
の
吊
上
乃
至
保
持
の
貫
現
は
、
や
が
て
、
債
格
の
相
調
的
安
定
化
で
あ
る
J

債
格
協
定
カ

M

てプ
Y

に
於
い

て
特
に
然
る
こ
左
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
自
向
競
争
商
品
の
債
格
鍾
動
が
常
に
波
肢
曲
線
を
描

t
に
民

し
、
ヵ

y
-プ
Y
商
品
の
債
格
盤
動
は
大
瞳
に
於
い
て
直
線
的
屈
折
で
あ
る
。

V
1
Jア-フ
1
氏
の
圃
式
な
ら
ば
、
前

園
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

七
一
五

第
五
貌

一一
一

L富田mers，ibid.， S. 24・S) 



園
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

第
五
就

一
一
回

七
一
大

者
は
第
一
闘
の
如
〈
、
後
者
は
第
二
聞
の
如
し
。

/
 

圃八

/.OOIllf1--
闘

第

第

と
も
か
く
、
前
竿
は
営
ら
な
い
。

カ
Y
-
プ
w
y

債
格
の
直
線
屈
折
的
費
動
傾
向
は
、
わ
が
園
近
年
の
カ
Y
ア
u
y

商

品
の
債
格
鍾
動
に
就
い
て
も
略
々
確
か
め
得
る
主
思
ふ
。
し
か
る
に
、
こ
の
賠

に
聞
し
て
は
、
「
一
般
的
報
告
」
は
所
設
を
精
々
異
に
し
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
「
カ

W
Y
7
Y
は
、
景
気
の
上
昇
期
じ
は
債
格
騰
貴
を
ば
、
白
血
競
等
い
し
比
し
誌
か
中

時
周

ι日
ι
持
た
か
に
も
?
行
は
し
め
る
ο

他
方
法
に
、
経
梼
的
不
況
期
に
は
、

-プ
Y

は
債
格
低
落
を
ば
自
由
競
争
の
場
合
よ
り
も
甚
し
〈
妨
害
す
る
。
』
後
竿
は

.b 

)t〆

カ
Y
-
プ
Y
B
と
債
格
の
閥
係
を
、
吾
々
は
主
と
し
て
園
内
カ
ぞ
プ

y
e
g
中
心
に
考
察

し
た
。
園
内
カ
U
Y
4

プ
U
F

の
こ
の
闘
係
は
、
闘
際
カ
ケ
ア
M
Y

に
委
営
す
る
や
。
債
格
に
劃
す
る
園
際
カ
Y
-
Y
Y
の
闘

「
一
般
的
報
告
」
に
準
じ
て
、

係
は
、
囲
内
カ
Y
-
ア
Y
の
や
う
に
直
接
的
で
は
な
い
。
こ
〉
で
は
、
園
内
カ

Y
-
プ
y
e
e
通
じ
て
の
間
接
的
閥
係
で

あ
Q 

こ
れ
蓋
し
国
際
カ
Y
-
プ
U
F

炉、

既
越
の
如
〈
、

園
内
カ
u
y
-
プ
y
e乞
揚
棄
し
た
る
、

カ
U
Y
-
7
Y
と
し
て
の

章
一
的
存
在
で
な
く
、
後
者
の
上
層
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
特
有
の
性
質
か
ら
、
園
際
カ

Y
-
プ
Y
の
債
格
統
制

は
、
国
際
的
に
合
一
な
る
慣
格
の
決
定
を
企
固
す
べ
〈
も
な
い
。
景
気
持
績
期
に
於
げ
る
圏
内
カ
ケ
プ
Y

の
各
国

個
別
的
債
柏
安
定
化
傾
向
を
助
長
す
る
に
あ
る
。
そ
し
て
に
Y
、
第
三
園
市
場
に
就
い
て
の
み
、
集
合
的
債
格
統

制
が
貫
純
せ
ら
れ
か
。
後
の
場
合
、
圃
際
カ

Y
-
プ
Y
は
多
〈
轍
出
統
制
の
か
た
ち
を
と
る
。
前
の
場
合
に
は
債
格

E. Lederer， Monopole und Ko吋unktuγ (Viertelj ，ü円~，hefte ZllT Konjunkturfor. 
schunl(， 2. J ahrgang. 1927. Erganzungsheft 2). S酔""・倫 H.Wagenful口氏も
略々同様白結論主主張ナ号。同氏自 K.Olljunktnr.und Kartellc， 1932， S咽 持

参照。
Lammers， ibid.， S. 2:2 

Cf. S. Tschiersch ky， Die Bedeutung der intematitmallen Ka'γtellienmg也rdas 
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協
定
が
本
別
で
あ
る
が
、
夫
々
の
一
園
内
市
場
不
可
侵
の
協
定
は
更
に
囲
内
カ
Y
-
プ
Y

の
統
制
を
強
化
せ
し
め
る
。

「
一
般
的
報
告
」
は
、
債
格
の
安
定
化
に
開
し
、
園
際
カ
w
Y
4

プ
Y
を
囲
内
カ

Y
-
プ
Y
正
同
一
一
服
し
た
。

回

カ
ゲ
プ
Y
、
従
っ
て
園
際
カ
町
て
プ
Y

に
於
け
る
債
格
安
定
化
傾
向
に
関
連
し
て
、
い
ま
一
つ
、
吟
味
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
債
格
安
定
化
傾
向
の
限
界
で
あ
る
。
ヲ

1
グ
シ
ア
ュ
ア

1
氏
の
研
究
で
は
、
景
気
麓
動

の
輔
換
期
に
現
は
れ
勝
ち
な
債
格
の
上
昇
又
は
下
降
の
急
襲
徴
候
炉
、

カ
Y
-
プ
M
Y

債
格
で
は
認
h
u

ペ
〈
も
な
い
ο

ま
大
レ

I
Jプ-ブ
1
氏
も
述
べ
た
如
く
、
本
来
な
ら
ば
曲
線
を
描
く
ほ

E
に
微
細
に
ま

σ常
に
動
播
す
る
債
格
炉
、

E
V
-
y
v
、
)
齢
五
円
ぽ
ー
ー
ヶ

1
、

コ
ノ
ニ
ノ
己
主
地
碍
司
「
l
'

ト
ト

一広』
i

i

h

F

j

-

一一C
Y

U

3

a

H

:

1

1

3

、，
B

d

E

4

p

旬

J
'
L
-
e
，、P
R
-
1
3』

尚
b
m
札
前
封
叫
m
F
K
析
に
4
3
1

清
元

3

3
事
拾
ba
緩
和
せ
ら
れ
る

E

カ

ル

テ

ル
f
m
札
倍

格
安
定
化
傾
向
は
、
要
す
る
に
、
こ
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
、
債
格
の
費
動
そ
の
も
の
を
揚
棄
す
べ
く
も
な
い

の
で
あ
を
こ
の
こ
と
は
、
根
本
的
な
る
債
格
の
安
定
化

l
lこ
れ
は
商
品
提
供
を
久
し
く
需
要
の
撞
化
に
臆
じ

て
適
合
せ
し
め
た
る
と
き
、
始
め
て
可
能
と
な
る
|
|
は
、

カ
Y
-
7
Y
に
於
い
て
は
、
望
む
べ
く
も
な
い
こ
と
を

示
す
。世

舎
の
年
々
の
財
貨
消
費
量
の
蓋
然
率
的
測
定
は
、
生
産
の
無
政
府
性
の
排
除
を
根
底
的
に
約
束
す
る
、
ま
た

個
人
主
義
的
基
調
を
会
〈
揚
棄
せ
る
一
枇
曾
組
織
下
の
謂
ゆ
る
計
室
経
済
に
於
い
て
す
ら
、

一
朝
一
夕
に
は
な
し
得

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
謹
か
な
る
彼
岸
ま
で
の
努
力
が
要
求
さ
る
る
の
で
あ
る
。
況
ん
や
個
人
主

義
、
個
人
の
自
由
主
義
を
基
調
と
す
る
資
本
主
義
枇
舎
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
財
貨
消
費
の
欲
求
は
有

圃
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

第
五
時
事

五

七
一
七

¥¥  
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園
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

第
五
時
現

七
一
人

一
一
穴

数
需
要
へ
の
盤
形
に
於
い
て
の
み
、
始
め
て
問
題
に
な
る
。
か
〉
る
決
定
的
な
る
A

Y

J

ア
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
ひ
、

個
人
の
自
由
を
任
意
的
に
拘
束
す
る
性
質
を
も
っ
ヵ
Y

F

Y
が
、
年
々
の
財
貨
消
費
量
の
測
定
を
前
提
と
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
根
本
的
な
債
格
の
安
定
化
を
企
圃
し
得
な
い
の
は
、
恐
ら
〈
自
明
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
、
「
一
般
的

報
告
」
も
、
か
〉
る
意
味
の
需
給
埴
合
性
を
、
カ

Y
-プ

Y

に
認
め
る
こ
左
を
、
敢
え
て
し
な
か
っ
た
。
た
げ
〉
『
生

産
消
費
の
均
衡
』
と
カ

y
p
ア
Y
の
達
成
し
得
る
そ
の
限
度
を
問
題
と
し
、
ま
た
均
衡
を
保
持
す
べ
き
「
賓
際
的
基

準
」
ヤ
考
結
し
に
の
で
め
，
o
o

生
産
消
費
の
均
衡
を
考
慮
す
る
に
営
つ
て
は
、
生
産
能
力
に
就
い
て
、
消
費
可
能
量
に
就
い
て
、
ま
た
後
者
の

有
奴
需
要
量
へ
の
鑓
形
に
作
用
す
る
一
般
経
済
情
勢
の
推
移
に
就
い
て
、
強
め
正
確
な
る
如
識
を
所
持
す
る
必
要

の
あ
る
こ
と
は
、
言
を
侠
た
な
い
。
こ
の
た
め
の
責
料
蒐
集
は
、
調
査
機
闘
の
大
規
模
化
に
つ
れ
、
技
術
的
に
漸

〈
容
易
に
な
る
。
大
規
模
調
査
機
関
は
、
個
別
的
に
は
企
業
の
大
規
模
化
に
つ
れ
て
設
置
が
可
能
で
あ
り
、
完
全

化
す
る
。
ま
た
企
業
結
合
は
こ
〉
で
も
企
業
の
大
規
模
化
に
代
住
し
、
こ
れ
を
補
完
す
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て

圏
内
カ
Y
-
7
Y
よ
り
は
国
際
カ
Y
-プ

Y

に
習
し
、
調
査
資
料
蒐
集
の
よ

h
大
な
る
慣
値
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ら
う
。
「
一
般
的
報
告
」
が
、
園
際
カ
W
Y
4
プ

Y

に
於
げ
る
こ
の
債
値
を
強
調
し
て
居
る
の
片
山
、
正
し
〈
肯
定
し

得
る
。
チ
l
y
u
v
ュキ

1
氏
が
賛
意
を
表
す
・
の
色
営
然
で
あ
ふ
。
但
し
こ
の
貼
か
ら
.
「
一
般
的
報
告
」
が
『
圃
際
カ

Y
4プ

Y

が
恐
慌
の
費
生
を
諜
知
し
、
且
つ
(
ζ

れ
を
)
緩
和
す
る
に
貰
献
し
停
』
と
な
す
は
、
恐
慌
の
起
因
の
錯
誤
か

又
は
カ
Y
F
Y
の
機
能
の
過
重
評
債
か
、
そ
の
い
づ
れ
か
に
基
く
骨
り
な
る
襲
概
論
と
、
吾
々
は
言
は
な
け
れ
ば

I..ammers， ibid.， S. 14・
Tschie胃 chky，ibirl.. S. 344・
Lamme四， ibid.， S. 15・

)
}
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な
ら
ぬ
。

次
に
、
生
産
消
費
の
均
衡
は
如
何
に
し
て
達
成
す
る
か
。
こ
れ
を
消
費
可
能
量
、
従
っ
て
有
数
需
要
量
の
増
進

に
求
め
る
の
忠
一
方
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
債
格
引
下
を
有
力
と
す
ぺ
〈
、
更
に
は
生
産
原
費
の
引
下
を

議
め
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
‘
今
日
、

カ
U
Y
-
7
M
F

の
存
在
す
る
多
〈
の
場
合
は
、
さ
な
く
と
色

需
要
量
の
械
退
よ
り
債
格
が
低
落
せ
ん
と
す
る
の
趨
勢
に
あ
る
。
こ
の
と
き
に
、
債
格
の
低
落
趨
勢
ぷ
拍
車
を
か

け
る
こ
と
が
、

果
し
て
カ

Y
-ア

Y
結
成
の
所
期
の
目
的
を
達
成
せ
し
め
る
や
否
や
。

測
り
知
る
を
得

そ
こ
に
は
、

な
い
多
く
の
危
険
を
賭
り
ね
ば
な
ら
向
。
資
本
家
は
概
し
て
外
見
上
安
逸
な
る
、
危
険
少
さ
路
を
樫
一
ぷ
色
の
で
あ

日
〉
比
川
.
‘
島
市

-
h
u
l
h

、回虫匂叶
l
i
、
:
・
7
〉
吉
3
門司

EE--pkr1弔
問

μ
E
掴

l
ト
l
h

、m
p
r
》、

z
-
Z
E
a
l占

tュ
-
a
、
L
'
a
t
-
-
-

る
《
そ
江
貯
は
:
、
〆
{
ぶ
官
事
3
1
し
1
6
F
a
害
時
ヲ
-
長
持
力
J
I，

ド

k
t
L
F
-

斗
直
'
震
・
匝
凋
刷
ν
量
一
を
誹
留
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
減
退
す
る
需
要
量
と
の
均
衡
を
保
持
す
る
の
方
策
で
め
あ
。
生
産
制
限
協
定
が
こ
れ
で
あ
り
、

生
産
割
営
協
定
も
亦
同
様
で
あ
る
。
こ
の
雨
種
協
定
は
先
づ
圏
内
カ

Y
-
7
Y
と
し
て
現
は
れ
、

つ
Y
い
て
圃
際
的

結
成
に
よ
っ
て
完
壁
を
期
す
べ
〈
努
力
せ
ら
る
。
但
し
生
産
制
限
と
生
産
割
営
と
に
於
い
て
、
前
者
が
債
格
の
改

善
を
の
み
目
的
に
す
る
『
不
自
然
的
な
』

(E自
己
主
回
)
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
然
ら

Y
る
『
整
然
た
る
』

(
1
2
・

B
M師
団
ぽ
)
・
も
の
で
あ
る
と
の
差
異
を
認
め
る
「
一
般
的
報
告
」
の
意
日
加
は
、
吾
々
に
は
納
得
の
ゆ
か
な
い
論
旨
を
多

〈
合
ん
で
ゐ
る
。
販
路
協
定
は
場
所
的
に
提
供
量
の
集
中
を
阻
む
に
よ
っ
て
、
需
給
の
適
合
に
貢
献
せ
ん
と
す
る
o

rか
ら
、
国
際
的
な
る
販
路
協
定
は
、
ダ
ム
ピ
ン
グ
の
撹
乱
危
憂
を
保
護
関
税
以
上
に
排
除
す
る
こ
と
〉
な
る
で

あ
ら
う
。

圃
際
カ
ル
テ
ル
医
就
い
て

第
三
十
七
巻

第
五
時
帥

一
一
七

七
一
九

Lammers， ibid.， S. 16-17・4) 



園
際
方
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
倉

七
二

O

第
五
時
嗣

一
一
八

生
産
制
限
、
生
産
割
営
、
と
も
に
生
産
量
を
調
節
す
る
に
止
ま
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
ま
〉
で
は
生
産
能
力
の
減
退

を
意
味
し
な
い
。
ま
た
む
し
ろ
、
質
際
に
は
、
生
産
制
限
或
は
生
産
割
蛍
の
協
定
費
施
中
、
生
産
能
力
の
憤
大
を

み
る
場
合
が
少
く
な
い
。
吾
々
は
手
近
か
に
わ
が
国
の
一
紡
績
・
セ
メ
ン
ト
・
錨
鋼
等
に
、
頴
著
な
る
事
例
を
も
っ
て

ゐ
る
。
こ
の
矛
盾
は
園
内
カ
Y
F
プ
Y

に
も
、
圃
際
カ
Y
-
プ
U
Y

に
も
存
在
す
る
。
ぞ
し
て
大
規
模
範
替
を
前
提
と
す

る
産
業
部
門
ほ
ど
、
こ
の
趨
勢
は
甚
し
い
。
こ
れ
は
、

カ
Y
ア
Y
協
定
の
克
改
又
は
解
消
時
期
に
於
け
る
各
自
の

企
業
的
事
聴
を
有
刺
な
ら
し
め
ん
仁
め
約
一
部
カ
に
事
問
す
る
つ
生
産
制
限
"
割
営
の
賀
施
ち
る
る
場
合
日
、
多
〈

は

一
般
に
物
債
の
低
落
時
期
で
あ
る
か
ら
、
生
産
能
力
の
旗
大
を
有
利
に
、
す
な
は
ち
比
較
的
に
建
設
費
の
割

安
に
て
賓
現
し
得
る
時
期
に
な
る
。
だ
か
ら
‘
か
〉
る
生
産
能
カ
の
慣
大
は
、
生
産
制
限
協
定
の
更
新
と
解
消
と

を
聞
は
争
、
そ
の
時
に
於
け
る
営
蕗
企
業
の
原
費
低
下
、
競
争
能
力
の
充
賓
を
約
束
す
る
。
ま
だ
生
産
割
営
協
定

な
ら
ば
、
横
大
さ
れ
た
る
生
産
能
力
を
基
準
と
す
る
新
割
営
牽
|
|
こ
れ
は
以
前
の
夫
れ
よ
り
も
増
率
と
な
る
こ

と
が
多
い

l
l
h
z、
各
加
盟
企
業
は
要
望
し
得
る
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら
、
生
産
制
限
・
割
嘗
と
生
産
能
力
の
憤

大
と
は
、
不
可
避
的
な
矛
盾
で
あ
る
。

こ
の
矛
盾
は
、
協
定
更
新
期
に
於
い
て
、
屡
々
、
カ

U
F
F

プ
Y
崩
壊
の
危
機
に
擾
や
る
。
そ
し
て
そ
の
可
能
性
は

園
内
カ
山
て
プ
Y

よ
り
も
国
際
カ
Y
-ア
Y

に
於
い
て
著
し
い
。
こ
れ
、

一
に
、
『
生
産
能
力
の
憤
大
に
基
き
、
そ
の
割

営
率
の
向
上
に
努
力
す
る
産
業
(
部
門
)
は
』
、
圏
内
的
よ
り
も
園
際
的
に
建
か
に
『
期
待
目
的
を
達
成
し
難
い
』
か

ら
で
あ
る
。
き
れ
ば
左
て
、
「
一
般
的
報
告
」
の
論
争
る
如
〈
、
こ
の
矛
盾
は
考
慮
す
る
必
要
が
な
く
、
過
去
の
『
み



ぢ
め
な
貫
例
は
こ
の
種
の
多
く
の
思
惑
の
繰
返
し
を
阻
止
』
し
『
こ
の
弊
害
は
協
定
の
長
期
化
に
つ
れ
て
重
要
性
を

失
ふ
』
な
ど
と
は
、
吾
々
に
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
。
蓋
し
元
来
、
こ
の
種
協
定
の
長
期
化
は
、
協
定
結
成
営
初

に
は
或
は
心
理
的
に
協
定
そ
の
も
の
う
殻
果
を
強
め
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
時
の
経
過
は
、
時
々
に
協
定
を
更
斯

す
る
に
非
ゃ
ん
ぱ
、
-
次
第
に
協
定
を
有
名
無
貰
た
ら
し
め
る
。
だ
か
ら
協
定
の
長
期
化
は
、
限
産
と
生
産
能
力
の

蹟
大
k
の
矛
盾
に
働
き
か
け
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。
ま
に
過
去
の
賞
例
は
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
ほ
ど
の
カ

を
も
た
な
い
。
僅
に
加
盟
諸
企
業
に
カ
Y
F
プ
Y
的
訓
練
を
施
す
間
接
的
貢
献
の
み
。

3i. 

カ
M
Y
F
f
J
Y

に
一
腰
々
加
へ
ら
れ

po
非
難
に
、
「
カ
ケ
y
y
は
腕
責
債
格
JT
ば
、
技
術
的
に
は
最
も
時
代
遅
れ
い
か
な
り

に
生
産
設
備
の
生
産
原
費
を
基
準
に
決
定
す
る
が
故
に
、
カ
M
F
-
7
U
F

を
結
成
せ
る
工
企
業
家
の
製
造
方
法
改
善
へ

の
開
心
は
、
通
例
、
消
滅
し
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
'
h
』
と
い
ふ
の
が
め
る
。
こ
の
非
難
は
、
「
一
般
的
報
告
」
に
よ
れ

ば
、
根
壌
の
な
い
非
難
に
す
ぎ
な
い
。
蓋
し
、
『
カ

Y
-
プ
v
y

は
期
限
到
来
す
れ
ば
、
そ
の
更
新
の
た
め
慣
用
の
蕗
置

が
講
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
生
産
量
曹
が
技
術
的
活
歩
の
精
髄
を
保
持
し
て
ゐ
な
か
っ
た
製
造
業
者
は

新
カ

Y
-
プ
M
Y

に
於
け
る
自
己
の
地
位
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
と
き
、
非
常
に
不
安
な
扶
鵡
に
陥
る
こ
と
と
な
る
で
あ

ら
う
。
ヵ
y
-
7
u
y
が
更
新
さ
れ
ぬ
な
ら
ば
、
競
争
は
再
び
尖
鋭
化
す
る
。
そ
し
て
彼
の
地
位
に
非
常
な
困
難
が
加

は
る
。
』

rか
ら
『
生
産
原
費
を
低
減
し
得
る
と
い
ふ
利
益
は
、
カ
ぞ
プ
ケ
内
に
於
い
て
さ
へ
、
加
盟
諸
企
業
に
全

〈
充
分
な
る
殻
用
を
認
め
し
め
る
c
』

画
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
五
務

一
一
九

第
三
十
七
巻

七

"'・
o

E

9

E
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園
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

七
二
二

第
五
披

一
二

O

産
業
資
本
家
が
常
に
生
産
原
費
の
低
下
に
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
、
カ

y
eプ

Y
存
績
中
と
難
色
全
〈
揚

棄
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
吾
々
は
既
に
了
解
し
て
居
る
。
問
題
は
、
品
川
Y
-ア

Y

炉
加
盟
諸
企
業
の
生
産
原

費
低
下
努
力
を
特
に
助
成
す
る
や
否
や
で
あ
る
。
「
一
般
的
報
告
」
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
そ
し
て
「
カ

Y
-プ
Y
の

結
成
が
、
夫
々
の
生
産
方
法
の
麗
夏
並
び
に
販
買
統
制
を
通
じ
て
、
加
盟
諸
企
業
を
し
て
(
原
費
の
)
節
約
を
達
成
せ

し
め
る
桂
度
に
就
い
で
』
、
精
密
な
る
考
察
を
つ
Y

け
る
の
で
め
る
。

生
産
原
器
軒
械
の
止
め
仙
一
合
理
化
手
段
仁
は
軒
慨
す
酌
日
る
が
、
先
づ
「
統
一
債
格
(
町
一
-
W
E
E
n
y
n『
吋

5
5」
制
定
mw

前
提
保
件
左
し
て
既
に
必
然
的
な
商
品
の
標
準
化
(
ω
Sロ骨
E
E
2
5
m
牛

2
5
B
L』
|
l
こ
の
た
め
の
カ
Y

ア
y

の
努
力
は
、
工
業
部
門
に
よ
っ
て
は
、
同
時
に
加
盟
諸
企
業
仁
『
根
本
的
な
る
節
約
』
を
・
も
た
ら
し
め
る
で
ゐ
ら

円
凶
凸
『

HJazz一C
Z
)
」
就
い
て
も
、
同
じ
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば

ぅ
。
ま
た
『
生
産
の
専
業
化
に
訪
日
出

N
E
2
5
=
=
m

わ
が
固
で
も
、
蟻
鋼
業
の
俸
制
分
野
協
定
舎
と
小
型
又
は
中
型
山
形
鋼
の
各
共
販
組
合
の
関
係
に
於
い
て
、
こ
れ

が
質
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
七
、
こ
の
種
の
節
約
、
従
っ
て
生
産
原
費
の
低
下
は
、

カ

UY-プ

UF
よ
h
J
は
蓬

か
に
結
合
力
の
緊
密
な
工
企
業
結
合
、
す
な
は
ち
2

ン
ツ
ェ

Y

ン
又
は
ト
ラ
ス
ト
に
於
い
て
著
し
〈
容
易
な
こ
と

は
、
「
一
般
的
報
告
」
の
論
争
る
遁
り
で
あ
る
。
こ
れ
、
ひ
と
へ
に
、
大
抵
の
コ
ン
ツ
ェ

Y
ン
等
で
は
、
加
盟
諸
企

業
は
資
本
的
に
共
通
の
関
係
を
具
ふ
た
め
、
相
互
の
生
産
原
費
低
下
に
封
す
る
開
心
の
鋭
敏
な
る
に
依
る
。

し
か
し
間
報
告
の
言
ふ
如
〈
、
こ
の
種
の
生
産
原
費
の
節
約
が
‘

2

ン
ツ
ェ

y
y
等
の
場
合
に
比
し
著
し
く
困

難
で
ゐ
る
と
は
い
え
、
と
も
か
く
、

カ
Y
-
7
Y
に
で
も
努
力
さ
れ
る
左
し
て
、
国
際
カ
U
F
-
7
Y
に
て
色
然
る
で
あ

o
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ら
う
か
。
麗
守
揚
棄
の
殻
果
の
間
接
的
な
る
た
め
、
ま
た
園
際
的
競
争
揚
棄
の
唯
一
的
手
段
な
ら
ぎ
る
た
め
、
吾

々
は
「
一
般
的
報
告
」
の
所
誌
と
は
異
り
、
こ
〉
で
は
、
か
か
る
事
例
は
今
日
絶
無
で
あ
る
と
思
ふ
。
同
じ
こ
と

が
、
『
経
鵬
首
上
の
試
み
の
成
果
を
屡
々
相
互
に
通
知
し
合
ひ
、
且
つ
共
同
費
用
で
生
産
諸
懐
件
改
善
の
に
め
の
研
究

調
査
を
行
ふ
こ
L
U
』
よ
り
、
ま
た
『
特
許
或
は
製
作
方
法
の
交
換
』
よ
り
も
た
ら
き
れ
る
原
費
節
約
に
就
い
て
も
、

言
ひ
得
石
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
〉
に
於
い
て
、
ヵ

y
-
7
y
.
特
に
園
際
カ

Y
-
一y
y
の
結
成
に
よ
る
給
費
節
約

は
、
む
し
ろ
、
他
の
方
面
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

「
一
般
的
報
告
」
は
、
更
に
、
替
業
費
の
節
約
を
指
摘
す
る
の
『
カ

Y
-ア
Y
化
ぜ
し
諸
企
業
は
、
宜
博
の
た
め
に
同

一
カ
タ
廿
グ
を
、
代
表
者
と
し
て
同
一
代
理
人
を
利
一
周
す
る
。
共
同
の
版
寅
事
務
所
に
よ
っ
て
、

ト
は
商
ロ
酢
配
給
費
を
著
し
く
低
減
し
得
る
。
他
方
同
時
に
、
無
駄
な
轍
迭
を
排
除
す
3
u
」
こ
の
ご
と
は
、
国
際

ν

シ
ン
ダ
ィ
ヶ

l

ン
デ
ィ
ヶ

l
ト
に
も
亙
し
く
安
営
す
石
。
そ
し
て
不
必
要
な
且
つ
費
用
の
嵩
む
遠
路
轍
迭
を
排
除
す
る
の
利
盆
は

販
路
協
定
・
轍
出
割
営
に
よ
る
闘
際
カ
Y
-ア
M
F

に
於
い
て
最
大
で
あ
ら
う
。
本
来
、
園
際
カ
ぞ
プ
w
F

の
本
領
は
、

『
轍
出
取
引
に
於
げ
る
不
採
算
的
な
刺
戟
を
除
去
す
か
』
に
在
る
の
で
あ
る
。
尤
色
、
シ
ン
デ
ィ
ケ

1
ト
結
成
に

よ
る
、
加
盟
諸
企
業
の
替
業
費
節
約
の
利
益
は
、
協
定
が
営
該
工
業
部
門
の
商
品
の
全
部
、
少
く
と
-B
殆
ん

E
そ

の
大
竿
に
亘
る
の
で
な
け
れ
ば
、
著
し
〈
殺
が
れ
る
こ
と
を
兎
れ
な
い
。
蓋
し
か
〉
る
場
合
に
は
.
加
盟
諸
企
業

は
管
業
部
の
金
慶
は
お
ろ
か
、
縮
少
す
る
こ
と
す
ら
許
き
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
ま
た
、
園
際
シ
ン
デ
ィ
ケ

1
ト
は

今
日
例
外
的
存
在
で
ゐ
る
か
ら
、
替
業
費
節
約
の
利
盆
は
貫
際
に
は
殆
ん

E
享
受
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

鴎
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

七

第
三
十
七
巻

第
五
波

6) Cf. Lammers， ibio.， S. 12 

7) Lam田 e四， ibid.， S. 11. 

8)及 9)Lammers. ibid.， S. 12. 

10) Tschierschky， ibid.， S. 344・
ll) Cf. Ertel， ibid.， S. ，69-170. 



圃
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
五
披

一
一

第
三
十
七
巻

ーヒ

四

等
し
〈
生
産
原
費
低
下
の
努
力
で
あ
る
と
は
い
え
、
管
業
費
の
節
約
は
そ
の
消
極
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
多
額

の
管
業
費
を
支
出
す
る
も
可
、
そ
の
代
り
利
潤
の
蓮
か
な
る
増
進
を
求
め
予
と
い
ふ
の
で
も
な
く
、
相
封
的
に
利

潤
率
を
高
め
ん
が
た
め
、
利
潤
の
低
減
傾
向
よ
り
以
上
に
出
費
ぞ
節
減
せ
ん
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
だ
か
ら
替
業

費
の
節
約
は
、
好
況
期
よ
り
は
不
況
期
に
於
い
て
、

一
一
般
に
注
調
せ
ら
3
0
好
況
期
の
企
業
活
動
に
適
合
す
る
じ

は
傍
り
に
消
極
に
す
ぎ
る
。

チ

1
Y
シ
ユ
干

l
氏
炉
、
生
産
原
費
の
節
約
及
び
低
下
の
利
益
享
受
を
特
に
野
況
期

に
限
み
と
断
言
し
て
居
る
が
、

一
面
慨
に
る
ぞ
見
れ
な
い
。

カ
Y
-プ

y
、
従
っ
て
圃
際
カ
U
F
4
7
Y
の
生
産
原
費
低
下
努
力
を
考
察
す
る
に
営
h
J
、
忘
却
す
る
を
得
な
い
の
は

こ
の
努
力
と
は
矛
盾
す
る
一
の
傾
向
が
カ

y
f
y
に
内
蔵
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
|
|
「
一
般
的
報
告
」
は
こ
れ
に
鯛

れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
知
る
由
も
な
い
|
。
そ
れ
は
生
産
原
費
増
嵩
の
傾
向
で
あ
る
。
カ
Y
-プ

Y
的
統
制
貫
施

の
た
め
の
費
用
は
、
カ
U
Y

ア
Y

化
せ

F
る
工
業
部
門
で
は
存
在
し
な
い
原
費
構
成
上
の
特
別
費
目
で
あ
り
、
こ
れ

は
カ
Y
-プ

Y
の
高
度
化
に
つ
れ
て
比
例
的
に
漸
増
す
る
。
但
し
こ
の
費
目
は
、
ヵ

y
-プ
Y
的
統
制
貫
施
に
由
来
す

る
加
盟
諸
企
業
の
管
業
費
節
約
額
乃
至
利
潤
増
加
額
に
よ
っ
て
、
優
に
相
殺
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
費

用
以
外
の
、
し
か
も
加
盟
諸
企
業
に
と
っ
て
特
に
重
要
と
な
る
原
費
増
嵩
は
、
操
業
短
縮
に
基
〈
夫
れ
で
あ
る
。

生
産
制
限
に
せ
よ
、
生
産
割
営
に
せ
よ
、
加
盟
諸
企
業
は
営
然
に
そ
の
有
す
る
生
産
能
力
の
一
部
の
利
用
を
休

止
す
る
。
こ
の
生
産
能
力
ゐ
利
用
休
止
炉
、
原
費
に
無
影
響
に
行
は
れ
る
や
否
や
は
、
要
す
る
に
、
原
費
の
構
成

要
素
に
就
い
て
判
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
原
費
の
諸
費
目
が
操
業
率
に
比
例
的
に
増
減
す
る
性
質
の
も
の
の
み

cf. TschieTschky， ibid.， S. 344・



で
あ
る
な
ら
ば
、
加
盟
諸
企
業
は
生
産
制
限
に
基
〈
翠
位
原
費
の
不
謹
・
債
格
騰
貴
に
よ
っ
て
、
利
潤
の
増
加
を

享
受
し
得
る
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
買
際
に
は
、
か
〉
る
工
業
部
門
は
殆
ん
ど
存
し
な
い
。
大
抵
の
部
門
で
は
、
作

業
方
法
・
機
械
装
置
の
改
善
は
、
そ
の
利
用
率
の
相
異
に
よ
っ
て
影
響
を
受
〈
る
こ
と
の
少
き
費
目
を
増
加
せ
し

め
る
の
で
あ
る
。
今
日
、
利
用
率
に
比
例
的
に
増
減
す
る
典
型
的
費
目
は
、
恐
ら
く
は
、
材
料
費
以
外
に
は
見
出

き
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
結
果
は
如
何
。

概
し
て
、
操
業
率
の
大
小
と
車
位
原
費
の
高
低
と
は
反
比
的
閥
係
に
あ
る
。
操
業
短
縮
に
基
〈
車
位
原
費
の
増

高
台
カ
グ
ァ
ー
し
て
疋
に
、
利
潤
増
加
に
貢
献
し
得
る
や
否
や
に
、
カ
M
'
e
f
y
、
特
に
生
産
制
限
@
割
常
カ
M
Y
-
Y

M
r

、
ν
y
J
ア
ィ
ヶ

l
ト
の
存
在
理
由
は
か
〉

3
0
国
際
カ
v
y
d
y
F
M
Y

に
就
い
て
色
繰
り
。

そ
し
て
止
に
、
操
業
短
縮
ケ

し
て
な
ほ
よ
〈
車
位
原
費
を
高
か
ら
し
め

F
ら
ん
一
か
た
め
に
は
、
生
産
設
備
の
改
善
・
増
新
設
が
考
慮
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
か
〈
て
カ
ぞ
ア
Y

に
よ
る
生
産
制
限
・
割
営
と
生
産
能
力
の
増
進
の
相
剤
は
、
こ
の
勃
よ
り
す
る
も
、

会
〈
不
可
避
的
で
あ
る
。

カ
U
F
-
プ
U
F

が
最
低
債
格
・
生
産
制
限
又
は
割
営
な

E
の
か
た
ち
で
債
格
吊
上
を
工
夫
す
る
と
き
、
営
然
企
聞
き

れ
る
の
は
、
営
該
商
品
が
特
殊
品
に
非
ぎ
る
限
り
、
先
づ
ア
ヲ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
生
産
に
よ
る
提
供
か
、
或
は
そ
の

ー‘-/、

轍
入
提
供
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
企
圃
の
貫
現
が
結
局
採
算
に
規
定
さ
れ
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
た
い
〉
こ
の
採
算

に
営
h
J
、
ア
ク
ト
ナ
イ
ダ

1
的
商
品
生
産
の
場
合
は
と
も
か
く
、
轍
入
提
供
を
企
圃
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
関
税

園
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

七
二
五

第
五
時
制

一
一



国
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
血
管

七

ノ、

第
五
競

四

が
重
大
な
る
モ
メ
ン
ト
の
一
で
あ
る
。
な
は
、
金
本
位
制
度
停
止
・
金
轍
出
禁
止
の
園
に
於
い
て
は
、
震
替
崩
落

が
闘
税
と
同
一
の
機
能
を
果
す
で
あ
ら
う
。

閥
税
が
財
政
牧
入
的
性
質
の
も
の
に
す
ぎ
ぬ
な
ら
ば
、
採
算
上
た
い
し
た
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
園
内
産

業
の
後
遺
を
助
成
促
進
す
る
保
護
的
性
質
を
多
分
に
合
h
u
も
の
な
る
と
き
は
、
開
税
は
屡
々
商
品
の
轍
入
提
供
を

不
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
め
る
。
こ
¥
A

に
於
い
て
、
保
護
関
税
は
園
内
カ
ケ
プ
戸
結
成
の
必
須
的
前
提
俊
件
で
は

品

J
Y
-
フ
戸
一
結
成
を
著
し
く
容
易
に
し
、
ま
た
そ
の
存
績
を
強
化
す
る
屯
メ
ン
ト
で
あ
る
。
園
際
カ
Y
-
7

Y
が
圃
際
的
に
販
路
を
協
定
し
、
或
は
生
産
を
制
限
又
は
割
営
つ
る
に
よ
っ
て
、
圏
内
カ
ぞ
ア
Y
を
助
長
す
る
と

h
t

，九
p
h
h
u

サ

a
l
'
u
，引
N

き
、
園
際
カ

Y
-
プ
Y
と
闘
税
と
の
聞
に
、
如
何
な
る
関
連
を
生
や
る
で
あ
ら
う
か
。

一
般
に
は
、
「
産
業
上
の
協
約
は
、
ぞ
れ
が
圏
内
市
場
に
闘
し
、
ま
た
一
闘
の
生
産
量
を
制
限
す
る
だ
け
で
め
る

な
ら
ば
、
保
護
の
代
用
物
を
提
供
す
る
こ
と
〉
な
り
、
且
つ
恐
ら
く
は
、
閥
税
率
の
漸
械
を
導
〈
な
ら
ん
』
と
の
考

へ
が
な
い
と
は
言
へ
な
い
。
現
に
一
九
二
七
年
の
園
際
鰹
梼
曾
議
で
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の

j
y
-フ
グ

p
ア
氏
(
戸

固
と

zm-
一

m
w
)

、
チ
ェ
コ

λ

甘
グ
ア
キ
ヤ
の
ヲ
Y

バ
ン
博
士
(
h
・
C
H
Z
=
)
等
一
炉
、
国
際
カ
Y
-
7
Y
は
『
醐
税
障
壁
を
出

来
る
限
り
低
下
し
』
又
は
『
闘
税
障
壁
に
崩
壊
口
を
作
る
』
と
強
調
し
て
居
る
。
園
際
カ
町
二
プ
U
F

は
闘
税
の
低
下

を
促
し
、
や
が
て
ア
ヲ
タ
Y
キ
ー
を
打
破
し
得
る
で
あ
ら
う
と
の
論
に
費
し
て
は
、
一
九
二
九
年
の
圃
際
聯
盟
諮

閉
経
済
委
員
舎
の
意
を
瞳
し
、
「
一
般
的
報
告
」
は
そ
の
然
ら
。
き
る
所
以
を
正
営
に
説
明
し
て
居
る
。

閥
税
政
策
と
カ
U
F
-

プ
Y

の
愛
展
と
の
聞
に
は
、

ア
プ
リ
オ

y
に
何
等
の
閥
連
も
存
し
な
い
、
と
い
ふ
の
が
「
一

D. H. Macgregor， Intel'nationa1 Cartels" 1927， p・4・
R Liefmann， In.ternational C町 tels，Combines and TJ可TLlStS1 'l¥lith an IntγOOtlC-
tion by C. T. HaJlinan， 1927・l'art IlI. C竹内省三氏誇 fl調際企業合同
論」昭和三年、 p.111及び "9')



般
的
報
告
」
の
結
識
で
あ
る
。
蓋
し
闘
際
カ

y
aプ
Y
結
成
の
前
提
僚
件
左
し
て
は
、

原
料
品
又
は
半
製
品
の
生
産
部
門
な
る
か
、
或
は
そ
の
部
門
が
少
数
の
大
規
模
企
業
に
占
壊
せ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合

な
る
か
Y
考
へ
ら
れ
る
。
但
し
、
他
方
、
一
連
の
重
要
部
門
で
は
本
来
的
に
カ
Y

ア
Y
化
の
困
難
な
の
が
な
い
で

は
な
い
。
そ
こ
で
は
閥
税
政
策
と
睡
も
カ
ぞ
7

Y
化
の
困
難
を
解
消
し
得
ぺ
〈
色
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ぞ
7
M
'
結

一
般
に
、
嘗
該
工
業
部
門
が

成
の
成
否
を
規
定
す
る
の
は
技
術
的
な
、

一
般
経
済
的
な
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
開
税
政
策
の
影
響
は
、
ヵ

y
eア
Y

化
の
可
能
な
る
と
こ
ろ
に
於
い
て
始
め
て
控
目
せ
ら
れ
る
。

保
護
閥
暁
は
、
主
漣
の
如
〈
、
園
内
カ
グ
二
ア
Y
の
生
成
存
槙
佐
助
長
す
る
。
こ
に
〉

E
は
産
業
資
本
来
は
閥
税
L
L

岡
内
カ
Y
-
7
Y
と
二
重
に
、
自
己
防
衛
の
障
壁
を
め
ヤ
ら
す
の
で
あ
誌
か
ら
、
外
岡
よ
ち
の
競
争
は
箸
じ
く
開
止

き
れ
る
。
だ
か
ら
異
常
時
な
ら
F
る
限
り
、
保
護
閥
耽
は
夏
に
国
際
カ
Y
ア
y
e
T
結
成
し
、
外
国
企
業
の
競
争
を

相
殺
す
る
こ
左
を
必
要
な
ら
し
め
な
い
。
こ
の
際
、
も
と
よ
り
、
圃
際
カ
Y
-プ

Y
の
結
成
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の

成
立
の
暁
に
は
開
枕
を
死
文
化
す
る
で
あ
ら
う
。
但
し
国
際
カ
U
Y
4
7
Y

へ
の
加
盟
範
園
の
次
第
に
よ
っ
て
は
、
国

際
的
ア
ヲ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
排
除
を
不
可
能
と
し
、
保
護
関
税
の
死
文
化
も
著
し
く
制
限
さ
れ
る
を
免
れ
な
い
。
な

ほ
国
際
的
販
路
協
定
又
は
生
産
割
営
の
決
定
に
際
し
、
保
護
関
税
の
存
否
が
作
用
し
、
圃
際
カ
V
F
-

ア
Y
内
部
で
の

そ
の
圃
の
園
内
カ

y
aア
Y

の
地
位
を
有
利
な
ら
し
め
る
に
、
関
税
政
策
が
貢
献
す
る
こ
と
は
考
へ
得
ら
れ
る
。
こ

れ
を
要
す
る
に
、

一
般
に
保
護
関
税
の
存
在
が
国
際
カ

y
dア
Y
の
結
成
を
困
難
な
ら
し
め
る
場
合
は
在
り
得
る
。

し
か
し
圃
際
カ
Y

ア
Y
の
結
成
に
よ
り
、
保
護
閥
祝
日
か
改
履
き
れ
忍
こ
と
は
先
づ
あ
り
得
rc
る
こ
と
で
あ
る
。
閥

園
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
血
管

第
五
銭

一
二
五

七

-[: 

Lam田 ers，ibid.， S. 28. 
Cf. Lammeγs， ibid.， S. 27-29; Ertel， Tnt，ernationale I{artelIe und Konzerne 
der Iudustrie， 1930 S. 201-202. 
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圃
際
力
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

七
ニ
入

第
五
時
抗

一
二
六

税
政
策
の
麗
更
は
国
際
カ
Y
-
Y
Y
以
外
の
事
由
に
よ
り
行
は
れ
る
。
こ
れ
、
今
日
の
保
護
闘
税
は
世
界
的
ア
ヲ
タ

Y
キ

1
の
表
徴
で
あ
り
、
園
際
カ
Y
-
ア
Y
と
は
直
接
の
相
閥
々
係
を
も
た
な
い
に
依
る
。

保
護
関
税
は
、
営
該
商
品
の
ノ

1
マ

Y
な
圏
内
原
費
と
轍
入
原
費
を
要
素
と
し
て
決
定
せ
ら
る
。
ぞ
れ

rけ
に
、

臨
時
的
な
、
異
常
的
な
轍
入
原
費
で
あ
る
ダ
ム
ピ
ン
グ
債
格
に
劃
し
て
は
、
ダ
ム
ピ
ン
グ
債
格
が
既
定
の
保
護
関

税
を
考
慮
せ
る
後
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
保
護
関
税
は
轍
入
阻
止
の
殺
を
委
し
難
い
。
ご
冶
に
於
い
て
、
グ
ム

ピ
シ
グ
特
別
闘
釈
の
賦
課
維
が
今
町
大
抵
の
岡
ト
認
め
ら
れ

τ
わ
る
の
で
あ
あ
い
か
u
ζ

の
特
別
闘
粒
賦
課
制
度
は

買
際
に
於
い
て
は
、
グ
ム
ピ
ン
グ
た
る
こ
と
の
認
定
の
困
難
か
ら
、
ま
た
偲
り
に
こ
の
困
難
が
克
服
さ
れ
る
と
す

る
も
、
特
別
関
税
賦
課
の
決
定
せ
し
時
に
は
、
早
〈
も
ダ
ム
ピ
シ
グ
の
終
了
と
な
り
、
或
は
そ
の
よ
り
強
化
き
れ

る
こ
と
な

E
の
た
め
、
殻
呆
は
頗
る
疑
は
し
い
の
で
あ
る
。
圃
際
カ
U
F

ア
ル
'
の
結
成
は
、
こ
の
ダ
ム
ピ
シ
グ
の
襲

来
を
未
然
に
阻
止
し
得
る
。
他
方
、
国
際
カ
ぞ
プ
Y
の
第
コ
一
刷
一
販
路
へ
の
轍
出
統
制
は
、
宛
も
園
内
カ
Y
-
ア
Y
の

結
成
が
艶
外
グ
ム
ピ
シ
グ
の
買
施
を
容
易
な
ら
し
か
る
と
同
じ
成
果
を
、
程
度
を
強
〈
し
で
も
た
ら
し
得
る
の
で

あ
4
0
0

七

カ
M
F

ア
Y
は
加
盟
諸
企
業
の
利
潤
増
進
に
資
す
る
を
以
て
目
的
と
す
る
。
だ
か
ら
、
個
々
の
企
業
が
自
ら
に
鯖

属
す
る
利
潤
の
追
求
を
目
的
と
す
る
と
は
、
著
し
く
趣
き
が
別
で
あ
る
。
目
的
が
い
は
ぱ
自
己
を
虚
し
く
し
て
他

を
需
ほ
す
、
自
己
目
的
で
な
い
黙
で
は
、
わ
が
闘
の
工
業
組
合
・
商
業
組
合
・
轍
出
組
合
の
企
業
的
組
合
制
度
と
は



勿
論
、
非
資
本
家
の
結
合
と
一
般
に
看
倣
さ
れ
る
協
同
組
合
制
度
と
も
、
性
質
ぞ
一
に
す
k
言
ひ
得
る
で
め
ら
う
。

岡
際
カ
Y
-プ

Y
は
カ
Y
-
7
Y
で
あ
る
。
目
的
に
於
い
て
い
き
〉
か
の
煮
国
民
も
見
出
さ
る
べ
く
も
な
い
。
た
げ
〉
、
園

際
的
に
所
在
を
異
に
す
る
諸
企
業
を
構
成
員
と
す
る
場
合
は
、
囲
内
カ
M
F
4
プ

Y
同
様
、
個
々
の
加
盟
諸
企
業
の
利

潤
精
進
に
資
す
る
。
園
内
カ
u
y
e
プ

Y
を
構
成
員
と
す
る
場
合
に
は
、
囲
内
カ
Y
-
7
Y
の
活
動
の
補
足
助
長
を
介
し

て
間
接
に
、
加
盟
諸
国
内
カ

Y
-プ

Y
に
加
盟
す
る
諸
企
業
の
利
潤
増
進
に
貢
献
せ
ん
と
努
め
る
。

国
際
カ
U
Y
9
7
u
y

の
圏
内
カ
Y
-
ア
Y

に
封
す
る
閥
係
は
、
岡
際
聯
盟
と
加
盟
諸
幽
家
と
の
開
係
に
比
し
得
る
の
で

は
め
る
ま
い
か
。
国
際
聯
盟
が
超
同
家
的
世
界
岡
家
で
な
い
如
く
、
国
際
カ
Y
M
Y
Y
は
超
国
内
企
業
的
世
界
カ

y

;1' 
pレF

Aま

んま
、.

却
が
b
A
ム
司

-q・
-
叫
瑚

h
J
1
1

砂

13

、

i
l
l
-
P
1
1
1
1
1
1
7
F
Z
 

ー

ー

ー

;

l

(

J

l

j

t

Z

P

Z

3

3

r

h

r

4

5

蛇
4
d
q
E
L
-
3
4
2

・J
O
L
T
4
3

1
M
M
ノ
ハ
カ
:
-
2
2
一
叫
掛
か
舟

E
f
-
-
A
E
若

し
こ
の
線
上
に
跳
躍
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
量
よ
り
質
へ
の
飛
躍
で
あ
る
。
園
際
カ
M
Y
-
Y
Y
は
そ
の
時
限
り
に
消

減
す
べ
〈
、
少
く
と
も
、
園
際
コ
ン
ツ

z
y
y
が
新
に
に
生
起
す
る
で
め
ら
う
。
こ
の
逆
は
圃
際
ヨ
シ
ヅ
エ

y
y

の
圃
際
カ

Y
-プ
Y

へ
の
麗
質
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
吾
々
の
興
味
を
惹
〈
事
例
は
、

ス
ク
ナ
1
デ
ン
燐
寸
株
式
曾

世

2
2
5
E
叶
白

g
庶民

nr
〉
・
∞
・
)
を
中
心
に
、

ク
ロ
イ
グ

Y
・
ア
ン
ド
・
ト

Y
(
Z
・
〈

司

rHh-ロ
口
一
町
A
W
-
-
m
V向
白
血
ナ

国
内
町
呂
志
-
F
2
m巾
『
伶
叶

o
ロ
)
及
び
園
際
燐
寸

3
1
ポ

v
l
ジ
ョ
ン

(
F
R
E旧
民
0
2
包
冨
鬼
門

r
n
o
司市
0

5伸
一

O

司
)
を
雨
翼

と
し
て
、
三
十
五
ヶ
固
に
百
五
十
の
燐
寸
舎
祉
を
包
擁
せ
し
ス
ク
ェ

I
Jア
ン
の
世
界
的
燐
寸
コ
ン
ツ
ェ

y
y
が、

昨
夏
ク
官
イ
グ

Y
氏

(
F
R
H内

『

2
m
q
)
の
死
を
契
機
と
し
て
、
漸
究
国
際
コ
ン
ツ
Z

M

F

ン
に
る
質
を
失
ひ
、
恐
ら

〈
は
圃
際
カ
Y
7
Y
に
轄
宇
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
左
思
は
れ
る
成
行
で
あ
る
。

園
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
で

第
一
一
一
十
七
巻

目ヒ

ブL

第
五
競

七



園
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て

第
三
十
七
巻

i¥、

七
三

O

第
五
銑

カ
Y
4
7
W
の
展
開
は
、
先
づ
、
園
内
的
闘
心
を
惹
〈
。
商
品
提
供
者
の
共
同
的
利
盆
擁
護
運
動
は
、
こ
れ
に
封

立
す
る
商
品
需
要
者
の
注
意
を
喚
起
す
べ
〈
、
時
に
は
劃
立
す
る
異
同
的
利
盆
擁
護
運
動
を
誘
導
す
名
で
あ
ら

ぅ
。
引
受
組
合
の
か
た
ち
を
と
る
調
ゆ
る
商
人
カ
Y
4
7
Y
は
、
仲
介
業
者
の
共
同
的
利
盆
擁
護
組
織
と
し
て
、
右

前
者
の
中
聞
に
介
入
す
る
。
こ
の
限
h
J
に
於
い
て
、
カ
w
y
-
プ
Y

の
展
開
は
国
家
政
策
の
封
象
で
あ
る
。
そ
し
て
封

策
の
決
定
は
、
ヵ
F
-
プ
Y

の
展
開
へ
の
囲
内
的
開
心
の
打
診
よ
り
出
後
ぜ
ら
る
。

カ
ケ
y
F
の
岡
際
的
展
閣
十
M
.

等
し
〈
.
閥
、
心
の
岡
際
酌
展
開
を
噂
(
C
P
ケ
〉
に
、
園
内
樹
策
の
わ
い
め
の
劇
際

協
調
の
機
縁
が
要
請
き
れ
5
る
を
得
な
い
。

一
九
二
七
年
の
圃
際
経
梼
曾
議
で
の
討
議
が
こ
れ
で
あ
っ
た
丸
た

J

〉

カ
ケ
ア
Y

の
園
内
的
封
策
決
定
上
の
規
角
の
借
り
に
大
な
る
隔
た
り
が
、
討
議
の
満
一
を
妨
げ
た
こ
と
は
、
慨
に

一
言
し
た
却
〈
で
あ
る
。
国
際
カ

Y
-
プ
Y
に
習
す
る
国
家
の
役
割
に
就
い
て
、
「
一
般
的
報
告
」
は
言
ふ
。
『
専
門
家

の
解
稗
に
従
へ
ば
、
個
々
人
の
場
合
と
丁
度
等
し
く
、
カ
ケ
プ
Y

に
於
い
て
も
起
り
得
る
濫
用
を
抑
座
す
べ
き
立

法
的
基
準
の
決
定
は
、
各
個
々
の
国
家
の
問
題
で
あ
る
。
同
一
結
論
を
:
:
国
際
カ
Y

F

Y
に
就
い
て
も
下
す
、

こ
の
圃
際
カ
ゲ
7

Y

に
所
属
す
る
園
民
的
諸
圃
韓
は
夫
々
の
圃
法
に
隷
属
す
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
産
業
カ
Y
ア
Y

は
自
由
な
る
産
業
資
本
家
の
在
的
協
定
で
あ
る
。
:
・
:
園
家
は
寓
一
の
場
合
、
こ
の
共
同
利
益
を
擁
護
す
べ
〈
、

調
定
官
(ω
円

En--Z『
)
と
し
て
の
役
割
を
保
持
す
れ
ば
足
る

U
』

Lammers， ihid.， S. 32. 


